
２０２１年度地域包括支援センター運営事業評価について 

 

２０２０年度に評価方法の大幅な見直しを行い、町田市地域包括支援センタ

ー運営事業評価実施要領（以下要領とする）及びそれに定められた事業評価表

（様式１、様式２）に基づき、評価を実施しました。 

２０２１年度の事業評価では、評価の手順についての変更は行いませんが、下

記のとおり評価項目の見直しを実施いたします。 

 

1 見直しの目的 

事業評価の効率化を図ることを目的として、既に事業の実施水準を満たして

いる項目を削除するなど、今後の事業の質の向上につながる項目に整理いたし

ます。 

 

２ 見直しの内容 

＜高齢者支援センター＞ 

（１）評価項目の削除 

下記の項目について削除します。 

①仕様書に業務内容として記載されているが、２０２０年度の評価において、

全センターが実施水準を満たしていることが明確に確認でき、今後も水準の維

持が見込まれるもの 

（該当項目：２、４、１０、１３、１９、２１、２６、３２、３３、３５、 

４３、４４、７１、８２、８３、８９） 

②他の項目において同等の評価が可能なもの 

（該当項目：４９、５６、５７、６２、７３、７５、８４） 

（２）評価項目の統合 

他の項目と一体的に確認することが適切と考えられるものについて、二つの

項目を統合します。 

 （該当項目：「１４・１５」、「２２・２３」、「２９・３０」、「６０・６１」、「８

５・８７」） 

（３）評価項目の内容修正 

 評価項目としてより適切な内容に修正をします。 

 （該当項目：１２、３６、６５、６６、７９、８６） 

（４）新たな評価項目の追加 

見守り支援業務に関し、多様な主体による見守り支援ネットワークの普及を

促進する観点から新たな評価項目を追加します。（該当項目：３７） 

 

＜医療と介護の連携センター＞ 

（１）評価項目の削除 

下記の項目について削除します。 

資料４－１ 



①仕様書に業務内容として記載されているが、２０２０年度の評価において、セ

ンターが実施水準を満たしていることが明確に確認でき、今後も水準の維持が

見込まれるもの 

（該当項目：２、４、１０、１３、２０、２１、３２、３９） 

②他の項目において同等の評価が可能なもの 

（該当項目：３３） 

③医療と介護の連携支援センターとして必要な役割を整理した結果、評価項目

として適さないもの 

（該当項目：２７） 

（２）評価項目の統合 

他の項目と一体的に確認することが適切と考えられるものについて、二つの項

目を統合します。 

 （該当項目：「１４・１５」） 

（３）評価項目の内容修正 

 評価項目としてより適切な内容に修正をします。 

 （該当項目：１２、「２４・２５※」、３８、４２、４４、４６、４９） 

  ※２４と２５を統合した上で、評価内容を修正したもの。  

 


